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     １．開  会 
 
三番瀬再生推進室長  ただいまから、第２回「三番瀬評価委員会」を開催いたします。 

    本日は、村木委員、野村委員、岡安委員、能登谷委員、宮脇委員から、所用のため欠席

との連絡がございました。 

    現在、委員 12 名中 7 名の出席をいただいており、運営要領第４条第５項に定める会議

の開催に必要な委員の半数以上を充足しております。 

    はじめに、配付資料の確認をさせていただきます。 

    お手元の資料として、 

     会議次第 

     その裏面に、評価委員会の委員名簿がございます。 

     資料１－１  第 1 回三番瀬評価委員会の開催結果（概要） 

     資料１－２  三番瀬再生会議への評価委員会からの報告とお願い 

     資料１－３  第 12 回三番瀬再生会議の開催結果（概要） 

     資料２－１  三番瀬自然環境調査の考え方（案） 

     資料２－２  「今後のモニタリング調査の提案」 

            （円卓会議の専門家会議において検討いただいたもの） 

     資料２－３  平成 18 年度三番瀬自然環境調査事業について 

     資料３    今後の望ましい調査に向けて（望月委員提案） 

     資料４－１  市川市塩浜護岸改修事業事業計画書（確定版） 

資料４－２  市川市塩浜護岸改修事業実施計画書（確定版） 

     資料４－３  順応的管理による市川海岸塩浜地区護岸改修事業の取り組みについて 

     資料４－４  生物調査及び予測結果について 

     資料５    順応的管理の基本（案）（細川座長提案） 

    それから参考資料に移りまして、 

     参考資料１  「三番瀬再生会議」設置要綱 

     参考資料２  「三番瀬評価委員会」運営要領 

     参考資料３  貧酸素水塊分布調査 

     参考資料４  青潮発生状況調査 

     参考資料５  平成 18 年度三番瀬自然環境合同調査実施事業 

    それから「自然環境調査への意見の出し方」ということで、これは細川座長からのもの

です。 

    なお、委員限りでございますが、清野委員の二つの発表論文を配付しております。 

    以上が資料でございますが、不足等はございますか。……ないようでございます。 

 

     ２．あいさつ 
 
三番瀬再生推進室長  それでは、議事に入る前に、高柳理事からご挨拶を申し上げます。 

総合企画部理事  県の総合企画部の高柳でございます。開会にあたりまして、私から一言ご挨
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拶を申し上げたいと思います。 

    本日は、第２回の三番瀬評価委員会に大変ご多忙のところをご出席いただきまして、あ

りがとうございます。また、きょうは会場の都合で私ども事務局の後ろに一般の参加の方

が配置されておりますが、このようなことになっておりますことをご理解賜りたいと思い

ます。 

    さて、ご案内のこととは思いますが、県では、現在、三番瀬の再生・保全を目指して再

生計画の策定を進めているところでございます。この評価委員会の親会議に当たります再

生会議におきまして、県が 3 月 28 日に諮問した事業計画の素案につきまして、その後、

精力的に、5 月 25 日、さらには今月に入りまして 7 月 14 日、23 日と、本当に熱心なご審

議をいただきまして、おかげさまで先般 23 日の再生会議の結果、9 月 27 日に予定してお

ります次回の再生会議で事業計画素案に対する答申原案についての議論、審議をしていた

だけるというような運びになっております。 

    また、この事業計画の中に含まれているものではございますが、本日の議題になってい

る二つの案件について、具体的に再生会議のほうから指示がございました。改めて言うま

でもないとは思いますが、5 月 25 日に、まず１点目として、三番瀬全体の自然環境を定

期的に把握する三番瀬自然環境調査のあり方を検討すること、２点目といたしましては、

事業に着手しておりますが、市川市塩浜護岸改修事業に係るモニタリング手法について必

要な助言をすること、この２点について具体的な指示が出されているところでございます。 

    このうち、市川塩浜護岸の改修事業につきましては、これもご案内のこととは思います

が、全体の事業計画に先んじて、安全性、緊急性という観点から、先行して再生会議の審

議を経て答申をいただき、県として事業計画を確定し、この４月には具体的な事業に着手

しているところでございますし、また、自然環境調査におきましても、事業計画素案の中

に含まれているものではございますが、18 年度に実施する内容として、マクロベントス

調査等をはじめとして四季の調査を必要とするということもございますので、これも、本

評価委員会での検討に先立ち、既に春季分についての調査は着手しているところでござい

ます。流れからいたしますと若干変則的ではございますが、いずれも都合がございまして

このようなことになっているということを、まずご理解を賜りたいと思います。 

    いずれにいたしましても、今後、この評価委員会におかれましては、具体的な事業計画

等が具体化するにつれまして、これまで以上により重要性が増してくるものと私どもも考

えておりますので、今後ともよろしくお願いいたしたいと思います。 

    本日は、先ほど申しました二つの事業に関わる点を中心に十分なご検討をお願いしたい

と、かようにお願い申し上げまして、簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

三番瀬再生推進室長  それでは、これから議事に移ります。 

   以降の進行は細川座長にお願いします。座長、よろしくお願いいたします。 

 

     ３．議  事 
 

細川座長  皆さん、ご苦労さまです。 
    それでは議事に入ります。 
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    きょうは、第２回の評価委員会です。第１回の評価委員会は５月に開きまして、宿題を

受け取るについて、宿題を出す人に少し注文を整理して出しておきましょうということで

した。その後、再生会議のほうから、いま県の高柳さんから説明がありましたように、宿

題が出ました。きょうは、それを受け取って、どのように回答をつくっていったらいいか

というような議論になると思います。 
    評価委員会の議事とか議事録を残しておきたいのですが、第１回は、私がメモもつくっ

たし、県のメモを承認するというようなことをやったのですけれども、再生会議のほうで

は、県のつくってくれた議事録メモを２人ずつ委員がチェックするというような仕組みに

していて、自分でメモを取らなくて済む分それが楽なのですけれども、そんなことで議事

録チェックを委員の皆さんに交代でお願いしたいと思いますが、よろしいですか。 
             （「異議なし」の声あり） 

細川座長  そうすると、名簿順でいくと、私と蓮尾さんが前回済んだということだと、きょう

おられる方で、倉阪さんは８月に出張があるということだと、清野さんと望月さんにお願

いしていいですか。 

    では、そういうことでお願いします。 

    きょうは、「会議次第」に書いてある議事を順番にやっていこうと思いますが、１番目

は、こういうことが評価委員会で議論しなければいけない宿題ですということを改めて説

明してもらうという部分です。それに関連して、２番目は、実際こういうことを今やって

いて、これについて議論してもらうものですという三番瀬の自然環境調査。３番目は、宿

題のうちの２番目の「市川市塩浜護岸改修事業に係るモニタリング」をこんなふうに考え

ていますということを、事業を考えている部局の方からご説明いただいて議論します。あ

わせて、その宿題の全体像を把握した上で、４番目の今後どうやって議論を進めましょう

かという議事をしたいと思います。 
 
       （１）第１回三番瀬評価委員会の結果と三番瀬再生会議からの 
           検討指示事項について 
 
細川座長  それでは、１番目に、三番瀬の再生会議から評価委員会へどういう宿題があったの

かというのを改めて確認するということで、県のほうから、どういうことが宿題でしたと

いうところの説明をお願いいたします。 
三番瀬再生推進室  「会議次第」の付いているちょっと厚めの資料ですが、２枚めくりますと、

１ページに資料１－１、前回の評価委員会の開催結果概要を確認して、再生会議からこん

な宿題が出ましたというのをご報告させていただけたらと思っております。 

    １番の開催日時から４番の参加人数までは、ここに記載のあるとおりでございます。 

    ５番の結果概要ですが、（１）としては、委員等をご紹介し、知事の指名により細川委

員が座長に、座長の指名により蓮尾委員が副座長に選任されました。 

    （２）として、三番瀬評価委員会の設置と役割についてということで、県からは、三番

瀬のこれまでの経緯、再生会議の要綱、評価委員会の運営要領など、委員会の設置と役割

のあらましを説明しました。そして、県からこれまでの環境調査結果の概要について説明

して、今後の調査手法や評価手法などが議論されました。 
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    その中で主な意見としては、自然環境の定期的なモニタリング手法の検討などに関わる

事項では、「評価をする場合、測定方法等の誤差も考慮に入れる必要がある」などの意見

を幾つかちょうだいしました。再生事業の実施に伴う周辺環境への影響予測などに関わる

事項としては、「影響予測や環境保全措置等については、まず事業実施者が事業の一環と

してアセスメントを実施した上で評価委員会が検討するべきものではないか」という意見

が出されております。 

    ２ページをお開き願います。 

    会場からは、景観についてなどの意見もいただいています。 

    そして（３）報告事項として、県から、三番瀬再生計画（基本計画案・事業計画素案）

について報告いたしました。 

    座長のまとめとしては、 

    ●再生会議から評価委員会への指示は、目的、検討課題など具体的なものとしてもらう

ようお願いする。 

      個別の事業については、環境への影響など、計画をつくる側が整理するようにして

もらいたい。 

    ●再生会議からの指示に対し、なるべく早く検討を行うこととするが、検討に時間を要

するものも出てくる。 

    ●三番瀬全体の評価・手法については、コスト面も考慮して、今後、議論して整理して

いく必要がある。 

    ●市川塩浜護岸の検討状況を、評価委員会にも紹介してもらいたい。 

    ●本日の評価委員会における議論については、座長がとりまとめて、次回の再生会議へ

要望を含めて報告する。 

   という形で第１回評価委員会を終えております。 

    そして、資料１－２、３ページ、この第１回評価委員会での議論を受けまして、「再生

会議への評価委員会からの報告とお願い」として、5 月 25 日の再生会議に座長の細川委

員から報告されたものがこの資料です。 

    ３ページの中ほどから下ですが、 

    １．評価委員会の役目は、再生会議の指示に基づき、ここに書かれている①から④まで

の役割がございます。それは、再生会議設置要綱の７条の２にあるとおりです。 

    ２．そこで、上記①自然環境の定期的なモニタリング手法の関係、②事業の実施に伴う

影響予測等のために、 

    ①評価をするときには、三番瀬の全体の環境の仕組みが歴史的に変化していることを踏

まえ、いつと比べての変化を把握したいのかなど、基準や考え方を具体的に明らか

にして、検討指示をして欲しい。 

    ②現況の様子を理解するという目的に対する調査と、変化の要因を解明するという目的

に対する調査では、手法や解析が異なる。 

    ③三番瀬全体の影響の評価には、モニタリング密度などをより細かく密にしないとなか

なか検知しがたいが、一方で予算的な制約や時間的な制約もあるということで、全

体の評価のためには指標・密度・頻度を重点化するポイントを絞り整理する必要が

ある。 
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   これが、三番瀬全体に関する報告内容です。 

    そして、４ページ、２）個別の事業の評価としては、 

    ①評価をするときには、影響の広がりや、影響発現の時間経過など、幾つかの仮説をつ

くり、その上でこの仮説の検証ができるようなモニタリング計画にしてほしい。 

    ②再生事業の実施に際しての影響評価には、計画する側でよい影響・悪い影響の仮説を

整理し、提示して欲しい。 

    ③再生事業の一つとして、市川護岸の整備があることから、順応的管理の組み立ても含

め、これまでの個別委員会の議論を評価委員会にも紹介してください。 

   こういった再生会議への報告かたがた、お願いをしていただきました。 

    ５ページになりますが、当日の 5 月 25 日、第 12 回三番瀬再生会議の開催結果概要です。 

    三番瀬評価委員会に関する議論も当日行われまして、その議論ですが、６ページになり

ます。 

    意見としては、 

    ・評価委員会は順応的管理を機能させるような活動をしてほしい。 

    ・評価委員会は、再生会議の指示のもと、個別の委員会で検討された事項についても、

当該委員会での検討を踏まえて専門的な立場から評価をすることになる。 

    こういった意見を受けまして、「会長のまとめ」として、再生会議から評価委員会に対

して、以下の二つの項目が指示されております。これは繰り返しになりますが、 

    １)三番瀬の全体の自然環境、現況を定期的に把握する「三番瀬自然環境調査」のあり

方を検討すること。 

   そして、個別の事業の関係になりますが、 

    ２）事業に着手した「市川市塩浜護岸改修事業」に係るモニタリング手法について、必

要な助言をすること。 

   こういった宿題が出されました。 

    こういった流れの中で、本日の第２回評価委員会の開催に至っているという状況でござ

います。 

    簡単ですが、以上でございます。 

細川座長  議事の（１）は二つのパートから成っていまして、評価委員会自身が今までどんな

議論をしてきたかという整理と、三番瀬再生会議から何を言われたかというところの整理

ですが、評価委員会の中の議事の復習は思い出していただけたと思いますが、６ページの

宿題ですね。●で１）、２）と二つあって、「これが宿題です」ということですが、「これ

が宿題です」ということを再生会議でいただいたときに、私は改めてそこの場でもう一回

会長に確認しました。特に１）のほうですが、「『三番瀬自然環境調査』のあり方というの

は、あり方をもともと根本的に見直しなさいというご指示なのですか。あるいは、そうで

はなくて、いま県が計画しているものをベースにして、今までの経緯も踏まえて考えると

いうことなのですか。どっちなんでしょうか」というような確認はしました。 

    会長からの指示というか、お答えの中では、「今まであるところをベースにして考えて

ください」ということですが、「もし何か根本的におかしな点が見つかったら、それもご

指摘いただいて結構です」と。両方やれというような、やってもいいよというような指示

でした。 
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    私の記憶では、そんなところを確認したというところです。 

    宿題の中身はこういうことなのですが、一方で、三番瀬全体の自然環境の調査は一体ど

んなふうに組み立ててあって、どんなふうに使おうと思っているのかというところ、これ

についても聞いてみないと、それに対して意見を言うというのは言いにくいと思うので、

次の議事(２)に進みたいと思いますが、再生会議からの指示、宿題の出され方、出し方と

いったところで、特にご質問とかご意見ありますか。（発言なし） 

    ないようでしたら、実際に議論してみて、どういう趣旨で再生会議から宿題が出てきた

のだろうというようなところにもう一回立ち戻ることもあってもいいと思います。 

 

       （２）三番瀬自然環境調査について 

 

細川座長  議事の２番目の、「あり方について考えなさい」という指示がされた三番瀬自然環

境調査について、どんなふうに組み立てられて、どんな内容を考えているのかというとこ

ろを、県のほうから説明していただきたいと思います。 

自然保護課  自然保護課の保全企画室の若梅と申します。 

    ただいまの宿題ということで、三番瀬自然環境調査事業の組み立て、今後の活用の仕方

等、県の考え方ということで、資料２－１に案として用意させていただきました。この資

料に沿って説明させていただきます。 

    まず、考え方としまして、項目としては六つ。 

     １．調査目的 

     ２．調査項目 

     ３．調査地点・方法 

     ４．調査間隔 

     ５．関連する主な調査（自然環境調査事業以外） 

     ６．調査結果のとりまとめと活用等 

   ということで項目を立てております。 

    「１．調査目的等」から説明いたします。 

    三番瀬の自然環境は変動しているということで、生物とそれを取り巻く環境の現状を把

握して、順応的管理による再生事業の基礎資料として活用することが重要である。そうい

う考え方のもとに、円卓会議の下部組織である専門家会議で検討された調査内容案を踏ま

え、実施していくということです。 

    この専門家会議において検討された調査内容は、８ページに示した資料です。 

    また、この調査の中で、過大な部分、不十分な部分等があれば、再生会議、評価委員会

の指導・助言を得ながら、修正を加えて効率的に実施してまいります。 

    「２．調査項目」ですが、三番瀬の生態系を構成する環境条件、各生物の分類群を対象

として選定します。（１）地形、（２）環境条件、(３)生物として底生生物等を５項目挙げ

ております。 

    「３．調査地点・方法」ですが、経年的な比較ができるように、原則として、これまで

に実施した補足調査、14 年度の調査と同一の地点、同一の方法で継続するということで

す。 
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    「４．調査間隔」ですが、補足調査は平成８年、９年を中心に実施されました。前回調

査は平成 14 年度に実施しておりますので、概ね５年間隔で把握する必要があるのではな

いかと考えております。なお、財政的な事情もございますので、すべての項目を調査する

のは困難になりますので、うまく配分して効率的に実施できるようにしたいということで

す。なお、18 年度は、底生生物、底質、水質調査を実施しているところでございます。 

    「５．その他関連する主な調査（自然環境調査事業以外）」の調査です。 

    （１）アサリの資源量調査、これは漁場再生検討委員会のほうで検討しております。東

京湾の貧酸素水塊の分布調査については、県の水産総合研究センター等において継続して

実施する。この資料は、参考資料の３に用意されております。 

    （２）青潮発生時の現場調査として、県の水質保全課、環境研究センターにおいて引き

続き実施いたします。参考資料４に用意しております。 

    「６．調査結果のとりまとめと活用等」です。 

    (１)調査結果のとりまとめですが、まずは、調査結果について、年度ごとに取りまとめ

をして、データ相互間の関係、経年変化等を考察・評価していく。これは非常に難しいと

思いますが、「可能な範囲で評価する」というような言い方はちょっとどうかと思います

が、そういうことで評価をしていくということでございます。また、５年間の調査結果を

総合的に取りまとめて、三番瀬の現状や仕組みを把握する。また、自然環境の推移につい

て考察をしていくということでございます。この取りまとめに当たりましては、再生会議、

評価委員会の指導・助言をいただきながら進めてまいりたいと思っております。 

    （２）調査結果の主な活用ということで、得られた知見を活用し、三番瀬の自然環境に

対する共通の認識を広く理解を深めていただくということで、今後の再生のための議論や

再生事業全体の展開に役立てていきたい。また、この調査自身のあり方の議論にも役立て

ていきたいということでございます。 

    （３）自然環境データベースとしての一元的な管理。調査結果につきましては、三番瀬

に関連する他の調査結果とともに、環境部環境政策課において自然環境データベースとし

て一元的に管理を行い、効率的に活用する。再生のための共通の情報源として管理してい

くということで考えております。 

    資料２－２は、円卓会議の専門家会議において検討いただいたもので、一度ご覧いただ

いているかと思いますので、説明は省略させていただきます。 

    資料２－３は「平成 18 年度三番瀬自然環境調査事業について」ですが、これも前回の

委員会で説明したものと同じものですので、説明は省略させていただきます。 

    概略、以上でございます。 

細川座長  今お示しいただいた資料２－１から２－３が、あり方について議論すべき対象、相

手になるわけです。資料２－１から２－３で書かれたこういう考え方、やり方について、

評価委員会の中で議論して、「ここをこう変えたら」「ここをこう増やしたら」というよう

な意見を出していかなければいけないということですが、実は、事前に望月さんにお願い

して、そういったことを議論するときにどんなことを考えていったらいいのだろうという

ところで、考慮すべきポイントみたいなところを整理していただいているところです。資

料３ですか、望月さんから、そこら辺の考え方、考慮すべきポイントについての説明をお

願いいたします。 
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望月委員  それでは、資料３について説明させていただきます。 

    資料３の構造としては、１と２に分かれていまして、２のポイントを考えていった上で、

今後どうしていったらいいかなということについての結論を、案として最初にまとめてあ

ります。 

    どういうところに私の考えが落ち着いたかというと、今後の調査計画について、県の計

画案をもとに、より効果的なものになるよう改善案を作成して、来年度からその改善案に

基づき事業を実施する必要がある。そのため、来年度向け予算要求に間に合うように、早

急に見直し案を作成する必要がある。こういう調査自身は、変えるのでしたら、とにかく

できるだけ早いほうがいいということなので、そういうふうに結論を出してみました。 

    私のほうで、調査関係の何を考えなければいけないかという一番もとに戻りまして、ず

っと整理をしております。 

    ２の（１）に、今の三番瀬に至る変化、何があったかということをやはり知っておく必

要があるだろうということで、これは挙げ出すと非常にたくさんありますので、とりあえ

ず私自身が重要だと思っていることを中心にまとめてあります。そのポイントは、昭和

40 年代、50 年代の埋立、あるいは埋立に伴うさまざまな社会変化、環境変化等というこ

とです。具体的には、①干潟(海域)面積の減少、②河川との関係断絶に関する土砂・河川

流入等の停止。これは、増水時、江戸川放水路からの大量流入ということはありますが、

日常的にはそういうことです。③閉鎖性、静穏性が強まっていること、④干潟域の地盤高

の低下による浅海域化、⑤地下水の衰退、⑥汽水域の消失による水環境の単純化、⑦埋立

地の護岸により陸域と海域をつなぐ移行帯、具体的には後背地等と呼ばれているものです

が、そういうものが消失して、自然が陸と海に二分されていること、⑧多様な干潟・汽水

域生物の消失と再生産力の低下、⑨漁業及び海に依存した地域文化の衰退、⑩都市計画に

おける海の自然を生かした展望の欠如、⑪夏季の浚渫窪地や沖合の中・底層の貧酸素化に

よる青潮の頻発、その他。とにかくいろいろありますが、とりあえず私の意識としてはこ

ういうものが上位に来るかなと思っています。 

    そういう変化を経て現在の三番瀬があるわけですが、その三番瀬を前にして、私たち自

身が円卓会議等の中で議論をしてくる中で、いろいろな立場が人によってまだある、整理

されてないということで、現在でも、それぞれの方の立場、違った立場からいろいろな意

見が並行して出てきているということで、これも区別するとたくさんありますが、代表的

なものとしてこの三つでいいかと思います。（ア）できる限りかつての干潟に近い自然を

有する三番瀬再生を目指すという考え方、(イ)現状を前提に可能な改良を加えて少しでも

よくしていこうという立場で再生を考える方、(ウ)現在の三番瀬はすばらしいということ

で、できるだけ手を加えずに現状を維持するのだという考え方の方。こういうさまざまな

立場から、さまざまな発言なり意見あるいは提言が出てきますので、往々にしてかみ合わ

ない議論があることは皆さん既にご承知だと思いますが、このことは今後を考える上で非

常に重要ですし、座長の再生会議のほうに出したコメントの中にも、こういうことを多分

意識されているのだろうというものもあったと思いますが、私たち自身がどういう立場で

どういう議論をするかというときにこのことを考慮する必要があるだろうと思います。 

    ３番目に、調査というものが、どういう状況のもとで、何のために計画されたかという

ことです。それをきちんと把握しておく必要があるだろうということで、（３）の「１)補
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足調査」ということで、ここから始めますけれども、まず、補足調査自身は事業の影響が

どう出るかということを具体的に明らかにしようということですので、(ア)現況把握。こ

れはモデルによる再現計画等も含みますが、現況を説明するデータ間の検討まで。とにか

く現況がどういうものであるかということをできる限り明らかにしたいということと、そ

れをもとに事業計画と突き合わせて、事業が実施された場合に環境や生物のどこがどのよ

うに変わるのかということをできるだけ具体的に予測しようということで、そういう洗い

出しをしたというものです。 

    ２)円卓会議のもとで行われた調査ですが、これは、議論の中で現況把握の必要性が指

摘されて、補足調査の方法に準じて現況把握調査を実施したというのが全体の基本的性格

だと思います。(エ)再生計画実行に向けて調査計画をまとめたということですけれども、

基本的には現況把握調査というものを踏襲しているもので、これは先ほど県のほうからご

報告いただいた一覧表の調査項目として整理されているものだろうと思います。 

    最後に、再生に向けた自然環境調査の構成等をどう考えるかということですが、全体と

しては、基本調査全体の状況をきちんと把握するための調査と、さらに、いま現在進めら

れている個別の事業がいろいろな形で並行して進められますので、そういう事業に対応し

た調査というものがもう一つ独立に必要だろう。それともう一つ、事業として県のほうで

いま進めている市民調査等、これをどういうふうにこういう中で生かすのか生かさないの

かということを含めて考えなければいけないと思いますが、とりあえずそのぐらいの調査

が今後とも行われていくだろうということで、その中で基本調査というのが、多分一番、

再生会議のほうからの注文のベースにくる「全体の三番瀬の自然環境の概要を把握してい

く」ということに近いものだと思います。事業対応調査というのは、その事業が三番瀬に

与える影響に対応して、その広がりも含めてやることになると思いますし、全域を常にや

るということはないと思いますので、これはこれでまた独立に必要になってくるものとい

うことですね。 

    そういう組み立ての中で、現在の計画案は、基本調査として「再生」、要するに新しい

要素を次々加えながら三番瀬をよりよくしていこう――その到達レベルはいろいろありま

すが――ということを考えるときに、必要な項目が果たして全部入っているのかどうかと

いうことをいま点検してみる必要がある。入っていない場合には、修正する必要があるだ

ろう。それはとりもなおさず、最初に言った補足調査と円卓会議という調査が現況把握調

査をベースに考えているということに尽きると思いますが、そういう意味での私たち自身

の現時点におけるチェックと修正等の提案をまとめる必要があるだろう。 

    とりあえず、これまで出た意見等の中で、欠けていると思われる項目としては、例えば

河川・周辺都市などの調査。これは、いわゆる護岸等だけではなくて、海岸形状等をどう

するのか。要するに、地域のあり方に関わる部分が出てきますので、そういうことも多分

必要でしょうし、それから、関連水域としての谷津干潟・行徳湿地・その他周辺湿地調査

というのもある意味で視野に入っていないと、相互に影響があるものだけに必要になるの

かなと思っています。また、可能かどうかは別として、東京湾全域の調査というのも、こ

れも沖合いが東京湾に開けているわけですから、当然そういう関連が出てくる。具体的に

は、アサリの幼生等のデータが既に円卓会議の中でも議論されましたが、そういうのを見

ればわかるとおり、こういう視点も必要です。それから青潮関係の調査ですが、これは県
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のほうで独自にやっておりますが、それを再生会議の下の調査にどう組み込むのかという

ことも考えておかなければいけないだろう。 

    あるいは修正項目として、海藻調査の頻度というのは、これは第１回目の議論で指摘さ

れている部分です。それから、底質やベントス調査の調査地点が、私自身は過大だろうと

思います。12 ページにその図がありますが、ここまで全体概要を把握するのは常に必要

だとは思わないので、もうちょっと整理してもいいのかなと思います。それから、調査測

線や測点等の重点化と効率化というのは、同じような話です。臨時に行うべき調査と継続

調査の区分けを明確にする必要があるというのは、例えば、８ページの表でいけば、スズ

ガモ等の食性調査というのが鳥類で入っておりますが、これは、スズガモが二枚貝をもっ

ぱら食べる。三番瀬ではアサリとホトトギスガイと思われていましたけれども、実は、近

年、貝が足りなかったせいもあるのでしょうけれども、マコガレイの卵を大量に食べてい

るという非常に珍しい現象が確認されております。こういうものをずっと継続してやる必

要があるのかどうか。あるいは、やるのであれば、どういう規模でどの程度をどういうふ

うにやるのかということも含めて再検討する必要が出てくると思いますので、そういうこ

とも含めて、臨時に行うべき調査と継続調査の区分けというのも含めた視点が必要だろう

と思っています。 

    こういったこと、これ全部ということではもちろんありませんし、これはやめようとか、

これは要らないということもあると思うのですが、そういうのを含めて、現在、県のほう

で計画しているものについて、こういったポイントを参考にしながら修正案をまとめて再

生会議のほうに出す必要があるのではないかと思っております。 

    以上です。 

細川座長  ありがとうございました。基本調査と、事業対応調査と、それから再生も考えた調

査と、カテゴリーとして目的に応じた調査の組み立てが違うので、三つぐらいのカテゴリ

ーをお示しいただいて、それぞれで考えていったらよかろうというポイントをお示しいた

だいたような気がします。 

    私たちが与えられた宿題は、県の説明と望月さんのポイントの解説でより理解できたと

ころかと思いますが、さて、どういうふうに、こういうところを議論し、再生会議への提

案をつくっていったらいいでしょうかというところですが、望月さんの資料３の中の２の

（３）に、一つこんなふうに議論していったらいいよというヒントが提案されているよう

な気がします。 

    それで、さぁどうしましょうかという議論をしてもいいのですが、それだとあまりとり

とめないのかなと思ったもので、私も、望月さんにお願いしているだけだといけないなと

思って、ちょっとメモをつくってきました。「自然環境調査への意見の出し方」で、議論

をどういうふうに進めていったらいいだろうかという枠組みをちょっと考えましょうとい

うところです。 

    私のメモを、私がつくったので簡単に私から説明しますと、どんなふうに再生会議へ宿

題の回答を持っていったらいいかというと、「やってください」と言ったところについて

答えなさいと。だけど、それを超えて、自分たちが気づいた点もあわせて言ってもいいと

会長が言ったので、気がついたらこれを言う。 

    中身については、18 年度調査計画を、きょうご説明いただいたようなところでベース
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にしましょう。 

    「県の調査のいきさつを理解しましょう」、これは、望月さんのメモの中でいろいろい

きさつはご紹介されたと思います。 

    それから、「県の予算や体制の中で実施すること」。お金はいっぱいあるから自由に計画

を立ててくださいということではないということですね。 

    使い方としては、再生計画とか実施計画の展開とか、こういったものが進んでいる中で、

どんなモニタリング調査をしたらいいのかというところにしましょうということです。 

    「自然環境調査の意味」「期待されている役割」といったところのまとめ方ですけれど

も、これは望月さんのメモとちょっと言葉の使い方が違っていて、これからちょっと議論

するなり整理しなければいけないと思うのですが、望月さんのメモでは、基本調査と事業

対応型調査と二つあると言って、事業対応型調査のほうを「自然のどこが、どのように、

どの程度変わるかを調べるのだ」というふうに説明されていますが、私は１番目に「現状

把握型調査」と言ってしまったので、そこでは０番目の基本調査というのを加えないとい

けないのかなと、望月さんの説明を聞いて思いました。 

    ２番目は、何が悪さをして、あるいは何が原因になって、どこがどのように変わったと

いうのを調べる調査。 

    ３番目は、再生会議から明示的にこれを調べなさい、検討しなさいと言われてはいない

けれども、幾つもの事業、再生事業がこの三番瀬の海域で始まったときには、個々の事業

が責任を持って調べる部分だけではなくて、全体を誰かが見ておかないといけないねとい

う調査。 

    ４番目は、個々の事業の調査。４番目については、個々の事業は個々の事業でしっかり

と自分たちの事業の周りを調査してもらいますというような事業計画になっているはずで

すということです。 

    議論としては、０番目と１番目ぐらいについては望月さんがいろいろまとめて、欠けて

いる項目、修正項目、重点化すべきとか、臨時と継続とか、幾つか分けて議論するという

ような手順が示されました。 

    それから、２番目の何かが悪さをして変わってしまったといったところを見るための調

査だったら、境界条件とか自然の変動条件とか、想定される悪さの原因とか、そんなのを

調べなければいけないし、三番瀬の中でどこからどんなふうに影響が伝わっていくかとい

うのを把握しておかなければいけないし、それを敏感に感じる項目とか、影響が大きい事

象を代表する項目とかも調べておかなければ。原因の側と結果の側と両方調べて仕組みを

つくらなければいけないというようなところですね。 

    地域統合的なものというのは、また別途考えなければいけないかもしれない。 

    ４番目は、個別の事業の中で考えるということかな。といったところです。 

    あとは、あまり中身のあるような話は書いてないですが、裏側に、「提言の仕方」とい

うことで、予算が 100 万円あります、300 万円ありますというところまで私たちが気にし

て議論しなければいけないのだろうか。ある程度考え方は評価委員会が示すから、あとは

県に調整してもらうという部分がやっぱり出てきてしまうのかなというような気がしまし

た。そこをどんなふうに提言するのかといったところの工夫が要るのかなと思います。 

    それから、そのときに、たくさんお金があったらこうしなさい、お金がないならこの順
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番に減らしなさいというような、何かレベルに応じた雛形みたいなものを提案するという

ような仕方があるのかなと思います。 

    それから、調査結果を、測りっぱなしにしないでほしいというようなところを何か提言

に入れたい。誰がどんなふうにチェックして、どんなふうに解析して、どんなふうに取り

まとめて、再生会議の議論に役立つように加工して、見せるというようなことも必要なの

ではないか。 

    それから、提案はされていないけれども、事業がたくさんあったときの地域統合的なモ

ニタリングというのも考えておかなければいけないという提案は入れておいたほうがいい

のではないか。 

    それから、いろいろな部局でいろいろなふうにここの海域でモニタリングをされている

ようなので、県庁の中の誰かが統一的にこれ全体をまとめるような仕組みをつくりなさい

というようなことも、提言に入れておいたほうがいいのではないかということです。 

    あとは、作業の分担とか日程といったところで、これはきょうの議論の中でということ

だと思っています。 

    私のメモと望月さんのメモと、勝手にご説明した次第ですけれども、さぁどうしましょ

うかというところを議論したいと思います。 

    まず、資料２－１から２－３、県の説明のところで確認したいところがありましたら、

ご質問、ご意見をどうぞ。 

横山委員  資料２－２と２－３で調査点数が結構違うのですが、これはどちらが決定事項なの

でしょうか。例えば底質は資料２－２だと 93 点となっていて、２－３は 140 点となって

います。 

自然保護課  今のご質問は、資料２－２では 93 地点、今回の調査では 100 地点という違いが

ありますが、今回の調査地点は 100 ということで実施をします。 

横山委員  資料２－３のほうということですね。ベントス調査 140 地点とかありますけれども。 

自然保護課  そうです。 

細川座長  ほかにありますか。 

清野委員  ７－２ページの「調査の結果のとりまとめと活用等」、ここを読んでいきますと、

調査をしてから何か考えるというような、何となくそういうふうに読めてしまうのですね。

私の提案としては、現状把握型とかセンサスみたいなタイプのものももちろん必要ですが、

再生にとって非常に重要になる場所に関して仮説検証型というような調査の組み方をしな

いと、網羅的に取ったデータを後から解析するというと、結構、あれが足りなかった、こ

れが足りなかった、これは余分だったということがあると思うのですね。ですから、ここ

の調査結果の取りまとめや活用に関して、どういうふうにシステマティックにデータを活

用していくか、そのあたり、もうちょっとお考えがあったら具体的に伺いたいのですが。 

三番瀬再生推進室(高橋)  データの活用ということになるかと思うのですけれども、毎年度、

経年ごとにデータが出てくるということで、それを再生事業の方向性に反映させるとか、

一番考えていますのは、今の第１次事業計画をつくるときに、平成８年から９年にかけて、

それから 14 年度の自然環境総合解析調査結果を使わせていただきましたので、今回も、

次の事業計画――第２次事業計画にまず反映させていきたい。今回の第１次事業計画は、

内容的には試験のものが非常に多くなっていますので、試験の結果がどういうふうに反映
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されているかというあたりも見ながら、あとはバックグラウンドとしての現況把握結果を

使って次の事業計画に生かしていきたい。まずそれが一つあります。 

    もちろん、個々の調査結果については、取りまとめる過程でできるだけたくさんの方に

見ていただいて、三番瀬は今どういうふうになっていますねというような共通の認識を持

ってもらうような、そういった形の取りまとめをしたい。 

    まだまだあるかと思いますが、今すぐ思い浮かぶのはそういったものなので、そういっ

た形でお答えします。 

清野委員  三番瀬についてのデータは、かなりもうあると思うのです。それをもとに、三番瀬

というのはどういう場所なのか、先ほど望月さんや細川さんからもありましたけれども、

三番瀬というのがシャープにわかる場所をきちんと特定して、あるいはいろいろな議論の

ホットスポットになっているようなところをきちんと位置づけた上での調査の組み立てが

必要だと思うのですね。だから、走りながら考えるというよりも、むしろ、できたら今年

度の早い時期にそういった議論をきちんとして、それに応じた調査の設計を組み直してい

くことが重要ではないかと思います。 

細川座長  今のご指摘は、自然環境調査全体が、８ページの表みたいな網羅的なものがあるけ

れど、これもいいんだけど、これとは別にもっと戦略的なモニタリングをあわせて考えて、

センサス的な網羅的な調査とともに再生的な調査戦略をあわせて考えなさいと。その「考

えなさい」というのは、すぐできる話ですか、ちょっと時間がかかるのですか。いつのタ

イミングでその戦略をどんなふうに出していったらいいのか。 

清野委員  方法としては、例えば県のほうから、過去の調査データとか議論の中からいま申し

上げたような戦略を組む上での案をいただいて、それと同時に、専門委員のほうも同時に

その議論を進めていくということになるかと思います。 

    センサスに関しては、測定の数とか量という問題は多少の増減はあるかと思うのですが、

それはそれでルーチンで進んでいくと思うのですけれども、戦略のほうの議論というのは、

実は事業計画を立てるときの議論と結構関係しておりますので、それも含めて早いうちに、

県からの案とか、あるいは専門家からの案とか、幾つかの案を出して、その中で議論して

いけばいいのではないかと思います。そのための新しい調査は必要なくて、過去のデータ

をきちんと見て解析するという考え方です。 

細川座長  今のご提案は、いろんな再生事業が個々の場所で行われたときにも役立つようにと。

あるいは、再生事業をどれからやっていこうかなと考えるときに役立つようにと。 

    誰がつくるのですかね。県もつくりなさい、専門家もつくりなさい……。 

清野委員  原案は出せるんじゃないですか。それぞれの専門分野から見てここが大事だと思う

というようなものを、いずれにしても優先順位をつけて、それぞれの委員や県から出して

いくということかと思うのですけれども。 

細川座長  はい、わかりました。そうすると、評価委員会の中で、評価委員会自らに出した宿

題みたいなところがあるけれども、ここで少し議論するという、ことなんでしょうね。 

    ありがとうございます。おもしろそうだけど、大変だな。 

倉阪委員  大体、事業計画が見えつつある状況で、それを眺めながら、どういったデータが必

要かということで今の自然環境調査を見ていく必要があると思います。それを見ると、例

えば淡水導入であるとか、流入負荷量の削減であるとか、あるいは後背地の話、自然再生
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の話、こういったものが入っておりますので、望月先生が描かれているように、若干、資

料２－２を見ると欠けている項目があるのかなと思うのです。 

    ただし、この資料２－２は自然保護課がつくっているものであって、例えば河川からの

流入量、負荷量、あるいは青潮調査については資料７－２ページに出ているように参考資

料３、４で水質保全課、環境研究センターあるいは水産総合研究センターでやっているデ

ータもあるということですし、この資料２－２自体のつくり方、あるいは資料２－１自体

のつくり方が自然保護課関係のものに偏っているような気がするので、県の方にお伺いし

たいのですが、13 ページの望月先生の資料３の（４)の２）の「欠けている項目」という

もの、これは本当に欠けているのでしょうか。河川について、流入負荷量を把握している

のではないか、あるいは流入量の把握はされているのではないか、青潮調査もやられてい

るのかなというふうに思うのですけれども、このあたりをまず確認した上で議論をしたほ

うがいいかなと思うのですが。 

細川座長  今すぐにお答えできますか。13 ページの望月さんのメモの（４）の２）「欠けてい

る項目」というところに書いてある幾つかについては、県の中の別の部局なり、あるいは

県の外でもいいのですけれども、誰かがモニタリングしているかどうかといったところに

ついては……。 

望月委員  例えば、今、河川、都市周辺部の調査の項目が話題に上りましたので、それで言え

ば、もちろん流入負荷量の変化を追いかける必要があるし、これを三番瀬の関係の組織が

独自にやるかといえば、こういう既にデータがあるものについてはそれを常にチェックし

ながら組み込めばいいことだと思うのですが、ここで書いたのはそれだけではなくて、三

番瀬に対して周辺の地域社会の状況その他を含めて非常に大きな影響を与えていることは、

これまでのいろいろなデータ、議論で明らかですが、そういうことを含めて、例えば先ほ

ど８ページのところの議論が出て、この調査が自然保護課の関係に偏っているという言い

方をされましたけれども、そういう見方もあるかもしれませんが、いずれにしてもそうい

う状況が全く視野に入っていないというのは問題で、情報なりデータの収集整理を含めた

組み込みと総合的な検討というようなことを一応頭に置いていますので、その辺では、私

の説明が悪かったのだと思いますけれども、若干食い違いがあったかなと思います。 

細川座長  誰がやっているか教えてくれという質問というよりは、それを把握して、統合的に

一元的にこの表に加えられるように工夫できる余地があるのだったらそうすべきなので、

そういう余地があって、いろいろな部局から情報提供してもらうということも可能なんで

すよね、県としては。 

三番瀬再生推進室  はい。 

細川座長  だから、評価委員会からの提言としては、「これこれも一緒にあわせて考えて、こ

の表の充実を他部局の協力も得てやりなさい」というのと、その他部局の協力以上のもの

については、三番瀬再生推進室になるのですか、「どこかで展望を持って計画を立ててく

ださいね」というような議論・提言をするということだとは思うのですが。そういうこと

ですね。 

    自然環境調査の議論は、今までのところ、もう少し広い視野で「再生」というところも

気にしながら組み立てたらというような議論がメインでしたけれども、項目はこれでいい

かとか、頻度はこれでいいかとか、あるいは年何回ではいけないとか、足りないとか、そ
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ういうところのテクニカルな議論というのは、特にその分野の専門の方が見ればある程度

の議論ができる、あるいは、その分野の専門の常識から見てこのぐらいというようなとこ

ろはあって、考え方そのものをここで議論しないとさらに先に進めないということでもな

いんですかね。つまり、この評価委員会で、３回を４回にしろとか、九十何点を 100 点に

しろとかいう議論が三番瀬の再生の議論あるいは再生会議の議論にとってとっても大事で、

それは一生懸命やらなければいけないのか、いま議論になっているように、もっと幅広く

いろいろなデータを取って、例えば戦略的にものを考えなさいとか、モニタリングするの

でも県庁内で情報の流通をよくしなさいとかいうような提言のほうが大事なんですかね。

どっちの議論をこの評価委員会でしたほうがいいのですかね。すべきなんでしょうか。ど

っちも大事といえば大事だけれども。 

吉田委員  今の細川座長からのものに対しては、私は両方大事だと思うのですけれども。それ

で、前者のほうのポイントのお話で、最初の報告で抜けていたこともあったし、望月先生

のお話を聞きながら私も感じたところがあるので、一つだけ言わせてください。 

    私も、この 12 ページ、13 ページを見て、果たして 100 ポイントでこんなに先のほうま

でやる必要があるのかなという感じもするところがあるのですけれども、最初に、誤解が

あるといけないので、「再生におけるさまざまな立場」というところで、私は「できるだ

け手を加えず現状を維持する」ということで、全然手をつけないという立場ではなくて、

それなりによくするように工夫はしていくべきだという立場ではあるのですけれども、た

だ、その工夫の仕方が、今やっている事業としての塩浜の護岸の整備にしても、これから

やっていこうとしている淡水導入といったものにしても、自然現象として起こる江戸川放

水路からの洪水時の出水にしても、影響はもっと浅い部分にかなり集中して起きてきます

ので、全く同じ手法で同じように底質及び底生生物の調査をするのがいいのかなという疑

問があるわけです。 

    これは細川先生の書かれた部分で言えば、現状把握と地域統合型あるいは地域原因判別

というところを組み合わせた部分の話になるのかもしれないですが、現状把握型で言えば、

全く同じ調査手法で、たくさん、100 点というのはわかるのですが、いま私が申し上げた

ように、いろいろなことが岸に近いところでこれから起きていくということを考えると、

水深５ｍ、ひょっとしたら 10ｍもあるような 93 から 105 というようなポイントをもっと

浅い側に持ってこれないのか。あるいは、望月先生がおっしゃったように、数はもうちょ

っと減らすということであれば、減らした上で、現在もうちょっと陸に近い部分のポイン

トでの調査の内容を、例えば現在はマクロベントスの調査は、10 ページで言えば、100 地

点を同じやり方でスミスマッキンタイヤの採泥器または手動採泥器で採泥し、10～30cm

及び 30～50cm の層別に１検体採るというやり方ですが、もう少し岸に近い側については

もうちょっと深くまで採るとか、先ほど「誤解があるといけない」と申し上げたのですけ

れども、ゴカイじゃなくて、もっと深いところのアナジャコとか、そういったところも含

めて考えていく必要があるのではないか。それが今までの調査の部分ではできなかったと

ころで、それは深いところまでやる必要はないと思うのですが、地域統合型の監視という

か、そういうことを考えていかなければいけない部分ではポイントはそういうものを加え

るとか、そういったこともできないのかなというような感じを受けるわけです。 

    再生会議の中でもそういった意見も出ておりましたので、その辺をご検討いただければ
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と思いまして、発言させていただきました。 

細川座長  ありがとうございます。 

    ある種の戦略的に大事なところを中心にという清野さんのご意見だったり、あるいは、

再生事業として大事そうなところや敏感なところを狙ってというような、議論の一つの応

用版というようなことで、吉田さんからある種の重点化と効率化の考え方みたいなご意見

があったと思います。 

    そういうようなことで言うと、８ページの表の項目立てとか測定項目というところにつ

いては、センサス型というようなことで言うと、まぁまぁこんなものなんですかね。 

清野委員  センサスで過去と同じ方法でずっと今後やり続けるというのもあるかもしれないで

すが、干潟の調査も日進月歩でありまして、昔と違ってもうちょっとデータロガーとかセ

ンサーの発達があります。ですから、きょうご提案いただいた資料２－２というのは結構

クラシックかなという感じがして、これをこのままいつまでやるのかなという手法も幾つ

かあります。 

    例えば、水質の項目は、過去は、こういった採水器で採って、それをその場で分析して、

要するにその採水器の中のものを分析するということだったのですけれども、それだと水

温、塩分等はほとんど意味のあるデータにならないので、昨今は、ポイントにきちんとデ

ータロガーを埋めて、それを回収して、もうちょっと経時的な動態も見るという方法です。 

    それから、土砂移動が干潟で大事だということで、それで横山先生も入られたと思いま

すが、そういう点では、浮遊砂の計測とか、いろいろな微地形とか干潟の調査としては結

構これはクラシックなので、できたら、この一部でも、最新とまでは言わないですが、も

うちょっと統合的なデータ、例えば時間変化がわかるとか、変動がわかるとか、その物理

環境と生物の対応がわかるとか、そういう調査の設計をリニューアルしていただいたらど

うかなという気がします。 

    コストの面と、センサスという部分はあると思うので、あまり最先端と言ってもお金の

問題もあると思うのですけれども、しかし、その分、センサーが入ってデータが取れるよ

うになっているということで、ちょっとそこを検討していただけたらと思います。 

望月委員  私が言ったのは、結局、いま県がやっているのは、補足調査から円卓会議の流れの

中で理由があって進めてきたわけですよね。そういう中で、例えばいま清野さんがおっし

ゃったような新しい方法をどんどん投入してというのを検討する余裕もなく、再生会議で

決めてやったわけですし、その中で、最後の専門家会議の中でこの調査の枠組みを決めて

いるわけですから、県のほうはある意味で勝手にそれを変更できないという縛りがあるわ

けです。 

    それと、現状の中でいけば、知事が事業を発案して、それを再生会議が検討して、そこ

とのやり取りの中で物事を決める。ここは再生会議の諮問に応じて答えを出す場ですから、

基本的に、戦略的に何をするかというのは再生会議が決めることだと思うのです。あるい

は、知事とのやり取りの中で再生会議の場で議論されるべきことです。この場は、それに

対応して、再生会議から指示があればそういうことも含めて検討できると思いますが、そ

ういう状況の中で、現在すぐ「では、ここをこう変えようよ」「ここを変えたこういう計

画で実施しようよ」というのは、やはり県としては対応できないことだと思います。 

    ですから、この場でいま調査計画の見直しの議論の提案がされて、「ここをこうしたほ
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うがいいよ」という案をこの場でまとめて再生会議に上げてあげて、それを再生会議のほ

うで検討した結論として知事に答申して、それがあって初めて県のほうはそれに対応でき

ると思うのです。そういう枠組みの中で物事を進めないといけない。 

    また、それも来年度のことを考えれば、秋に予算が始まりますから、多分、年内ぐらい

にある程度答えが出ていないと来年度は対応できませんので、そういうことを含めると、

それぞれ、清野さんがおっしゃったこと、皆さんがおっしゃったことはすごくもっともな

ところがたくさんあると思いますけれども、ではどこをどう変えようかというのをこの評

価委員会の場として集約する仕組みをまず決めていただいて、そのことで作業をして、で

きれば、最後の任期中の再生会議、11 月ですか、それに間に合うようにここの結論を上

げてあげるということが、多分、この場の責任になるのではないか。それが、最初の評価

委員会の結果の確認と、再生会議からの結果の確認だと思うのです。 

    そういう意味で、むしろ、我々自身がどうやってそういうものをどんどん「ここをこう

変えようよ」という提案を出してまとめ上げるかということに議論を持っていかないと、

時間もあるので、時間切れになってしまうとちょっとこわいなと思いました。 

細川座長  言っていることは皆さん同じことで、ここでこういうふうに変えていったほうがい

いよという見える格好の案をつくらないといけないねということと、それは再生会議経由

で県知事なりに言うことで全体を変えていくという手順の中の努力だねというところだと

思います。 

横山委員  清野先生と同じような、水質を年４回汲んで測るというのは何の意味があるのかな

と思って、機械を入れたらいいんじゃないでしょうかということなんですけれども、そう

いうのはこの中でちゃんと議論しなさいと言われれば、そうなんでしょうけれども。その

辺は、何を議論すればいいのかということを明確にしていただかないと、こちらも、これ

を見せられても、「頑張ってくださいね」としか言いようがないというんですかね。 

細川座長  何を付け加えていったらいいのかというのと、今あるものをどんなふうに改良して

いったらいいのかということで幾つかの方向が出されて、吉田さんからの重点化・効率化

の考え方、それから、どうせ測るんだったらば連続観測ができるような新しい技術の適用

をある部分では持ち込むことが必要ですねというような改良の仕方と、二つ出ましたが、

いずれも、どこかで再生会議の議論を踏まえた戦略的なある種の提案をこの評価委員会で

やらなければいけないねというようなことでした。 

    一つだけ県に聞きたいのですが、再生会議への提言は、望月さんのご発言だと 11 月ま

でにやりましょうということですけれども、そういう理解でよろしいのですか。 

三番瀬再生推進室  はい、そのようにお願いできたらと思っております。 

細川座長  そうすると、大枠としていつまでにどんなことをというのが少し見えてきて、まず

は、こういう考えに基づいてこんなふうな案、あんなふうな案というのを具体的につくっ

てみて、もう一回この評価委員会で整理して再生会議に答えを出すというようなことにな

るかと思います。ということは、そういう作業グループをつくって作業してもらうという

ようなことになりそうだなというところがあるのですが、そこの進め方については、また、

もう一つの宿題も見た上で議論したいと思います。 

    というところですが、会場の皆さんから、この自然環境調査についての今までの議論に

ついて、ご意見がございましたらお願いしたいと思います。 
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発言者Ａ  白熱した議論、ありがとうございます。 

    一つは、事業計画は、この間の会議でもかなり書き直していまして、議論も相当できて、

事業計画自体が調査に関しても新しい視点が入ってきています。それは、いわゆる再生を

視点とする調査が欲しいよということで、目標生物とか指標生物、あるいは過去の生物が

どんなものがいたかも含めて、それから生活史とか、その生物が棲んでいた生態系、そう

いうものについても事業計画として少し入れてほしいという話が出ていますので、いま議

論があった中の「戦略的」という意味では、かなりこれからお願いすることが出てくると

思います。 

    もう一つは、全体的に動的な要素がないので、おそらく再生事業をやっていく上にはダ

イナミズムを見ていかないといけない部分があるので、ぜひ、センサーとか、砂の流れと

か、そういう部分については厚みを増していただきたいと思っています。 

    あと、円卓会議の最後の総合解析のときの環境区分が少し以前と変わっていた気がしま

すので、調査ポイントを絞るのはいいのですが、過去との継続性でどのポイントがいいの

か、環境区分が変わったところではどういうポイントを取ったらいいか、再生のためのも

のとしてどういう設計をしていけばいいのか、ということを議論していただければと思い

ます。よろしくお願いします。 

細川座長  具体的にこれこれを考えろというご意見、ありがとうございました。 

発言者Ｂ  平成 18 年度の県の自然環境基礎調査ができましたら、その目的をはっきりさせて、

できれば少し手直しができないか。 

    それと申しますのも、平成 14 年度にやりましたもの、４年前の調査ですが、そのとき

に一番の重点のポイントとして護岸問題が先行していたものですから、塩浜護岸地先のい

わゆる海域区分１というところを重点にしていこうという方向が最初出ていたわけです。

円卓会議の総合解析でも、猫実川河口域をどう評価するかというのが最後まで大きな争点

になりましたし、その結果として、例の定期的な調査の案も出ていましたし、専門家とし

て自主的に継続した調査をしようという動きもそのためにあったと思うのです。 

    したがいまして、そういう問題認識からしますと、やはり、戦略的なというのですか、

重点的なといいますか、今年既に護岸工事が始まり、また来年と続いていくわけですが、

この海域区分１について、補足調査も平成１４年度の調査もおそらく５ポイントぐらいし

かないのではないかと思います。ですから、そういった平面的な同じパターンの調査では

なくて、集中的な調査を平成 14 年度の原案に戻してでき得れば組み直していただければ

と思います。 

    内容として、今のは重点的な地域のポイントの問題ですが、二、三あるのですが、一つ

は、総合解析で一番問題になりましたのが、例の「侵食か、堆積か」という前回の評価委

員会でも論議になった点です。それで、最近歩いてみますと、少なくとも 17ha ぐらいは

大潮のときに干出するということが確認できております。それだけでなくて、先ほど吉田

さんがおっしゃったように、沿岸域の水深が、堆積の結果浅くなっている。これは昨日の

漁場の検討委員会でもあったのですが、船橋のほうの航路の先のほうが最近 10 年間ぐら

い浅くなっている。そういうこともつながりまして、沿岸域がかなり浅くなっているとい

う状況が、なぜかわかりませんが、現に見られています。 

    もう一つは、この間の県の三番瀬の特別委員会でもヘドロの話が出ましたけれども、総
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合解析では、この海域区分１は、「劣化はしていない」「一応安定的に推移している」とい

う結論が出ているのですが、そういう意味で、劣化をしていて、いま問題のカキ礁なりア

ナジャコがその結果として出てきているのかどうか。「停滞域だからいま劣化しているの

だ」というふうに簡単に言う方がかなり専門家にもいますが、「自然環境が少なくとも安

定している」という解析の結果ないしは「劣化していない」というその辺の問題も、重点

的な内容としてぜひともこの評価委員会の中で指摘していただきたいと思います。 

細川座長  今のご意見は、データをもとにして幾つか評価をしてほしい点があるということの

ようですが、当面、モニタリングのあり方、事業に係るモニタリングの方向といったとこ

ろの整理をしながら、ただいまの意見は意見として承っておきますが、これについての集

中的な議論を今すぐにということは、なかなかしにくいところです。ご指摘があったとい

うところで、地点の配置などについて参考にさせていただくことにしたいと思います。 

    ということで、自然環境調査については、概ねの、どんな提言内容になりそうかという

イメージの形成が少しできたのではないかと思います。 

    これだけやっているわけにいかないので、もう一つの宿題について、きょう、あわせて

議論というか、少しご相談したいと思います。 

 

       （３）市川市塩浜護岸改修事業に係るモニタリング方法について 
 

細川座長  もう一つの議論は、議事(３)市川市塩浜護岸改修事業に係るモニタリング方法につ

いてということです。 

    事業を計画している方から、このモニタリングについてどんなことを考えているのか、

まずご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

河川計画課  塩浜護岸の改修事業について説明させていただきます。事業を担当している河川

計画課と河川環境課から説明をさせていただきます。私は、河川計画課の荒木と申します。 

    私から、資料４－１、４－２について説明させていただきます。 

    14 ページをお開きください。「海と陸との連続性・護岸」事業計画書でございます。 

    これにつきましては、本年 1 月に再生会議の承認をいただいたもので、先ほど確定版と

いうことがございましたが、ご承知の委員の方も多いと思いますが、簡単に説明をさせて

いただきます。 

    本事業は、基本計画に記されておりますように、現在の護岸が著しく老朽化していると

いうことで、安全性の確保と、改修にあたりましては、「海と陸との自然な連続性を取り

戻し、人々と三番瀬のふれあいを確保していくこと」ということで、生態系にも配慮した

護岸を整備することが目標となっております。 

    これらを受けて、事業計画では、京葉線の市川塩浜駅を中心に市街化が進む塩浜２丁目、

３丁目におきまして、これらを全体事業ということで 1,700ｍを計画しております。特に

護岸の老朽化が著しい２丁目の 900ｍを今年度から平成 22 年度の５ヵ年で整備すること

が目標となっております。 

    事業の実施にあたりましては、14 ページの下から７行目に書かれておりますように、

生物や地形、底質などのモニタリング調査を実施して、自然環境への影響を評価していく

という形になります。 
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    また、これらの結果や近隣の他の事例をもとに工事を管理していくということで、順応

的管理によって事業を進めることにしております。 

    次に、資料４－２、事業の実施計画です。 

    事業内容は、６に書かれているように、工事延長は 100ｍです。この 100ｍの内容です

が、資料の 19 ページに示すように、100ｍの工事延長ですが、今年度は初年度ですので、

100ｍのうちの 20ｍについて石積みの基本断面で仕上げるということで、並行してモニタ

リング調査を行うことにしております。 

    16 ページに戻りまして、「事業の内容」に書かれている調査、評価・検討につきまして

は、次の資料で説明させていただきます。 

    なお、現在の工事の進捗状況ですが、24 ページに工程表が示されております。現在７

月末ですが、この工程より若干速く進んでおります。現在は、被覆工、被覆石の均しをし

ているところです。本海域では、ノリの養殖期間の制約から、海域に関わる工事は８月ま

でとされております。工事はこの期間には終了し、引き続き陸域の工事に着手する予定で

おります。 

    以上で、事業計画、実施計画の説明を終わります。 

河川環境課  河川環境課の青木と申します。 

    資料４－３「順応的管理による市川海岸塩浜地区の護岸改修事業の取り組みについて」

を説明させていただきます。 

    まず１ページですが、全体的な流れをこれで表しております。 

    最初に、三番瀬再生計画検討会議（円卓会議）の再生計画案の中に、再生目標と実現の

ための必要な取り組みがうたわれています。それを受けまして、去年度から市川海岸塩浜

地区の護岸検討委員会を立ち上げまして、それの中身を皆さんに議論していただきながら

現在まで進んできています。 

    内容としては、まず、「護岸改修の目標」としては、「生態系への配慮」。これは環境保

全です。次に「防護」「利用」、そういう三つのことをそれぞれ検討しなければいけないよ

うに海岸法ではなっていますので、それで今回は、工事が少し先行するということで、一

番左の「生態系の配慮」というところを先行してやっている状態です。 

    その下のほうに行きまして、現地の調査、そして事業計画を策定しまして、モニタリン

グをやりまして、17 年度・18 年度分を４月に着工しました。それで継続してモニタリン

グ調査の結果を公開して、現在に至っている。それで、18 年度は今後どうするのかとい

うことで進んでいきます。 

    これに並行して、右のほうの赤と青で書いてある「防護」と「利用」につきましても、

今後これについて引き続いて検討していくような形になります。 

    ２ページを開けていただきます。 

    一番上が、先ほど言いました三番瀬再生計画検討会議（円卓会議）のまとめです。三番

瀬の再生目標としては、実現のための必要な取り組みとして、「海と陸との連続性・護

岸」ということが明記されております。「海と陸との自然な連続性を取り戻すこと」「人と

三番瀬との健全なふれあいを確保すること」「護岸の安全性を確保すること」という三つ

の目標が書いてありまして、これを満たすために「三番瀬の保全・再生に資する護岸づく

りを行うべきこと」ということが目標として掲げられております。 
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    三番瀬の再生を実現するための具体的な施策を実施するために、順応的管理の手法を取

り入れるということが提言されました。それによりまして、17 年度（去年）、市川海岸塩

浜地区護岸検討委員会というものを設立して、公開と議論による検討ということで市川海

岸護岸改修事業の総体的な位置づけの整理をします。 

    右のほうに小さく書いてありますが、市川護岸というのは、東京湾がございまして、そ

の中に三番瀬がありまして、その中の一部が市川護岸という位置づけになっています。 

    左のほうにいきまして、緑の部分ですが、海と陸との自然な連続性を取り戻すというこ

とで、「生態系への配慮」があります。このほかに、「防護」と「利用」という項目も別途

ございます。 

    「生態系への配慮」としまして、市川海岸直近周辺の事前調査を行います。既存資料の

洗い出しとか広域との分担ということで、これは、２枚後に資料－１「市川海岸ベースマ

ップ（その１）」がありますので、そちらをご覧ください。 

    これは三番瀬の一部分ですが、三番瀬に対して市川護岸はこういう関係にありますとい

う資料です。上のほうに水色に塗ってあるところが、今回、市川護岸に関係する区間で、

平成 16 年度に深浅測量して、延長が 2.4km で幅は 50ｍで、市川護岸としては 50ｍの幅を

測量するということで実施しました。それに伴いまして、真ん中の丸い赤の点線ですが、

これは広域の等深線図。これは平成 14 年に測量しております。ですから、三番瀬の位置

づけと市川護岸の関係は、かなり偏った位置にある、全体からすると端のほうにいってい

るというのがわかると思います。 

    次のページ、図－２「市川海岸ベースマップ（その２）」です。これは空中写真を重ね

たものです。上のほうで、それぞれ細かく水深が書いてございます。例えば１、２とか０

とか、航路になっているところを見ますと５ｍとか６ｍ。沖のほうに行きますと急に深く

なりまして、９ｍとか 10ｍという感じになります。 

    今回、市川護岸は、上のほうでちょっと見づらいのですが、点線と実線の水色で小さく

書いてございます。実線の水色が 17、18 年度施工分。これが、先ほど説明した延長 100

ｍ部分で、17、18 年度で現在発注している区間になります。残りの点線部分は、平成 22

年度までに実施する区間です。 

    左の真ん中辺に赤で囲ってある部分が、ご存知のカキ礁の位置になります。 

    元に戻りまして、それを受けて現地調査を実施し、調査結果の解析として、環境情報図

（図－３）というものをつくりました。図－３「市川海岸環境情報図（ハビタット分

布）」です。現在調査した結果を踏まえて、こういう一覧できるようなまとめ方をしてお

り、全体の把握ができるようになっております。 

    また元に戻って、資料４－３の２ページです。 

    ということを調査しまして、「環境への影響予測評価」というところに今年度から入っ

ていきます。 

    今度は右のほうの赤の部分ですが、「防護」という観点から、護岸の現状の把握、再生

計画案に基づく海岸保全施設のイメージづくり、護岸の基本構造の検討。さらに加えて、

「塩浜地区のまちづくりの基本計画」と整合を今後やっていく必要がございます。 

    さらに、「利用」という観点から、再生計画案に基づく海岸保全施設のイメージづくり、

後背地の利用計画の把握、護岸のバリエーションの検討というのが残っております。これ
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も同じように「まちづくり基本計画」との整合を今後図っていきます。 

    ということを検討して、基本断面の提案を今後策定していく形になります。 

    次のページをお願いします。 

    そういう状況を踏まえて、「環境」「防護」「利用」という観点からやらなければいけな

いもの。モニタリング調査の選定理由は表－１に書いてありますが、これは後ほど説明い

たします。 

    「環境」「防護」「利用」という考え方の中から、大きな項目としては、波浪・流況調査、

地形調査、生物調査、景観調査を現在やっております。 

    こういうものを踏まえて、事業計画と実施計画を策定しました。老朽化が著しい塩浜２

丁目地先（自然再生検討エリアを除く）の 900ｍ間の基本断面（天端幅４ｍ、法勾配３割

の石積構造）と、現地の東側の 80ｍの捨石区間と、20ｍの完成断面をするということで、

現在実施しております。 

    それと同時に、事業計画を三番瀬再生会議へ諮問して、現在パブリックコメントをいた

だき、再生会議よりの答申もいただきました。 

    ということで、今年の４月、施工計画を作成して、工事の発注をいたしました。 

    それと同時に、モニタリング調査も実施しております。この調査方法は公開で実施しま

した。 

    今後は、モニタリングの調査結果を公開し、平成 18 年度の護岸検討委員会では引き続

いて継続調査をするとともに、今後の実施計画の方針等を検討委員会に提案して、それと

一緒に、モニタリングをフィードバックする管理方法などの詳細項目についても、平成

18 年度中に護岸検討委員会で何らかの形で提案をしたいと思っております。 

    次のページをお開きください。 

    これが、いま言いました 18 年度（今年度）考えている内容でございます。今年度の事

業の目的としては、生態系に配慮した、なおかつ高潮防護も考慮して進めていきます。 

    事業の目的であります「環境」「防護」「利用」について、総合的なモニタリングを計画

して、事業の実施を考えていきたいと思っております。 

    先ほど述べましたように、18 年度中に護岸検討委員会で何らかの形の案を提案したい

と思っております。 

    以上が、簡単ですが、塩浜護岸の護岸検討委員会の流れでございます。 

    以上でございます。 

細川座長  ありがとうございました。 

    説明をお願いしたのは、評価委員会では「事業計画の中のモニタリング手法について必

要な助言をしなさい」という指示を再生会議からもらったので、モニタリングの手法・考

え方はどんなふうなものですか、あるいは護岸の委員会でどんな議論を経てこういうもの

が形づくられたのですかというところをお伺いしたかったということです。 

    今ご説明いただいたわけですが、ちょっとだけ確認したいのですけれども、この縦長の

大きな資料の２ページの下の三つの矢印が３ページの上の三つの矢印につながってきてい

ると思いますが、２ページの一番下の「②－３環境への影響予測評価」と「⑤基本断面の

提案」はこれからやるという説明だったように思うのですが、17 年何月かにここは議論

を済まされているのですか。それとも、まだですか。 
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河川環境課  現在、100ｍの暫定と 20ｍの完成形については、去年度のうちに、検討委員会と

再生会議のほうで了解をいただいて実施しております。ですから、残りの 800ｍ部分につ

いては、今後検討していくという状況です。 

細川座長  わかりました。先ほどのご説明だと、「②－３環境への影響予測評価」とか「⑤基

本断面の提案」を、今年度中に行うということですか。 

河川環境課  はい。現在発注してあります 100ｍの工事が、今年の 12 月ぐらいを目途に終わ

ります。私どもは継続して護岸工事をやっていきたいということですので、来年の工事に

向けて、今年度中に提案をして了解をいただいて、来年度、工事を発注するということで、

今年度中に決めていきたいと思っております。 

細川座長  ここら辺の予測とか断面も、今年の短い期間の様子を見ながら、またそれを含めて

反映してということのようです。 

    事業に伴うモニタリングについては、どんなことをやろうとなさっているのですか。 

河川環境課  続きまして、今やっているモニタリング調査の具体的な中身を、もう少し細かく

説明させていただきます。 

河川環境課  資料の２ページ、②－３、これは終わっているのですか、これからやるのでしょ

うかというご質問ですが、このフロー図自体がモニタリング計画を作成するまでのフロー

ということになっておりますので、②－３は、モニタリング計画を作成するに至りました

事前の影響予測ですので、これは完了しております。ここに評価項目の選定の考え方など

を記述していますが、そういう事前の影響予測、基本断面の提案を経て現在進めているモ

ニタリング計画を具体的に作成しましたというフロー図になっております。 

    先ほど申しました事業後のモニタリングというのは、このフロー図でまいりますと８番

から 10 番。この辺で事業実施した後のモニタリング調査をして、それのレヴュー、フィ

ードバックというような作業がこの後出てまいるというようなフローになっております。 

    具体的なモニタリングの内容ですが、資料－５ページをご覧ください。 

    実施計画書の中で提案しているモニタリング計画５項目が、「生物」から「景観」まで

並んでおります。白抜きの部分は、実施計画で記載された「調査の目的」「時期」「範囲」

ということになっております。 

    これに加えて、着色した部分が、左から「影響予測」ということで、後ほど簡単にご紹

介させていただきますが、事前の影響予測の中で直接的な影響と間接的な影響と二つの見

方に分けて影響予測を実施しております。 

    モニタリングの目的に関しては、生物調査に関しては、直接的な影響を把握するためで

す。地形、底質、波浪、景観、これらについては間接的な影響を把握することを目的とし

ております。 

    生物調査に関しては、先ほどハビタットという話がございましたが、護岸直下の生息環

境に関しては、石積みの工事により一たん消滅する。これに関しては、周辺に同様な潮間

帯、ハビタットが多数分布しております。また、工事のほうも段階的に施工されるという

ことで、数年を置いて潮間帯生物が復元されることが予測されるというような予測を昨年

実施しております。 

    地形、底質に関しては、直立護岸から緩傾斜の石積護岸に構造が変わりますので、新た

な返し波による海底地形の変化・変動があるのではないかという予測に対して、返し波に
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ついては、石積護岸の空隙が大きくなりますので、波が消波されて返し波は小さくなる。

沿岸流についても、返し波が小さくなりますので、重複波による海底の変動は現在の直立

護岸よりも小さくなるのではないかという予測をしております。 

    昨年の事前の影響予測を裏づける形でこういった調査の目的を設定しておりまして、生

物に関しては、潮間帯生物の再定着状況を調査する。あるいは、学習素材としてどのよう

なものがあるかということです。地形に関しては、護岸の存在、張り出しにより物理的な

影響が周辺にどのように生じるか。法先に洗掘が起きるのかどうか。こういう調査目的を

もちまして地形のモニタリングを実施する。底質に関しても、粒径の変化があるのかどう

か。波浪に関しては、そういった地形・底質の物理的な変化が起きる背景としてどのよう

な外力が加わったのかというようなことを把握するために調査をします。 

    調査時期の理由もそこに書いてございますが、まずは、工事直前の潮間帯生物の定着状

況を把握する。その後で、生物に関しては四季の調査をして、再定着状況を把握しましょ

う。地形に関しては、同様に、直前を取りまして、直後の測量により地形の変化を見る。

波浪に関しては、そういう地形変化の背景となる外力を、台風シーズンとか春の季節風の

強いときを狙って観測をしましょうという根拠で設定しております。 

    その右側に「調査範囲」というのがございます。これに対する選定理由ですけれども、

一番右側の列に、例えば生物調査、いま護岸から 100ｍの範囲を調査しますということに

しておりますが、昨年の影響予測の中で、護岸直下に関しては直接の影響がある、緩傾斜

護岸になりますので、返し波などで隣接する次のハビタット（ここで言うと澪筋のハビタ

ットになります）までは影響があるのではないかということで、２番目のハビタットの終

点までということで 100ｍ。あるいは、物理的な影響としては、波長、一般的な文献によ

ると、波長の 1 倍から 1.5 倍までが物理的な影響範囲である。ここの設計波が大体周期６

秒ぐらいですので、１波長 56ｍぐらいで、1.5 倍にすると 84ｍ。100ｍぐらいの調査をす

れば状況が把握できるのではないかというような根拠をもちまして、このように設定して

おります。 

    それから、欄外になりますが、表の一番下をご覧いただきますと、「注 1）」というのが

ございます。今回設定しておりますモニタリング計画の中で、特に生物については、底生

生物のみに着目して調査を計画しております。一般的に、アセスなどの予測評価の中では、

典型性、上位性、特殊性といったような着目点で予測評価を行いますが、今回この護岸改

修に関する予測評価としては、ハビタットを、生物の生息環境、生息状況、物理的な環境、

こういった分類のハビタットを典型性としてとらえまして、そのハビタットへ護岸改修の

影響があるのかないのかということで予測評価を実施しておりますので、ハビタットを代

表する主要な生物群としては底生生物であろうということで、魚類については調査の対象

外としております。 

    また、上位性に該当する渡り鳥などの鳥類ですけれども、鳥類の行動範囲に比べ護岸改

修の影響範囲は非常に狭い範囲であると考えられますので、その影響を関連づけることは

難しいのではないかというような観点で、鳥類についても調査の対象外としております。 

    次のページ、図－４ですが、先ほど説明の中で、４月からの工事に先立ちまして、今年

の３月から４月にかけて、事前の調査ということで、100ｍ工事を実施する区間の前面の

深浅測量を実施した状況でございます。深さ方向に着色しておりまして、一番深いところ
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が緑になっております。塩浜２丁目の護岸施工個所の前面において、護岸から 50ｍぐら

いの位置に澪筋が見て取れます。深さにすると、干潮時で１ｍ程度、満潮時で３ｍ程度の

澪筋で、約 30 分の１の海底勾配の澪筋が確認できております。 

    次の図－５ですが、こちらのほうも、事前の、今年の４月１日に実施した施工位置ジャ

ストポイントの生物調査の結果でございます。こちらも護岸から 100ｍの範囲で生物調査

を実施しておりまして、昨年度の四季調査と同様に、護岸直下のマガキを中心とするウネ

ナシトマヤガイ、ケフサイソガニ、こういった生物群が確認されております。澪筋の中は、

下の写真にございますように、浮泥が厚く堆積しており、生物の生息は非常に少なくなっ

ているというような状況を確認しております。 

    続きまして、資料４－４という青い資料が別冊でお手元にあるかと思いますが、これは、

昨年、護岸検討委員会の中で事前の影響予測ということで検討した資料で、同じく昨年の

11 月、第８回再生会議においても、護岸の事業計画を諮問するにあたり護岸検討委員会

で検討した内容の報告ということで説明した資料です。若干、この内容をご紹介させてい

ただきます。 

    ２ページをご覧いただきますと、事前の生物調査、四季調査を実施した測線を示してい

ます。測線１から測線５まで設定していますが、長さはまばらになっております。これを

設定するにあたりましては、現地のカキ礁、泥干潟、澪筋、シルト域、細砂、底質の違い、

そういった物理的な環境の違いを把握できるようにということで、必要最低限という設定

の考えで５測線、最大 700ｍから短いところで 100ｍという測線を設定して、このライン

上をライントランセクト法による観察により生物の観察調査を実施しております。実施し

たのが、16 年 11 月の秋季調査に始まりまして、17 年 7 月の夏季調査まで４回実施してお

ります。このライントランセクトにあわせて、１測線当たり４ヵ所、合計 20 ヵ所の底泥

の採取を行い、微小な底生生物の分析も行っております。 

    ４ページをご覧ください。 

    こちらのほうで先ほど紹介したハビタットが出ております。先ほど説明しましたが、生

物の分布状況、あるいは物理的な生息環境ごとに、ハビタットを６分類いたしました。 

    一つとして、護岸直下のマガキを中心とするハビタットでございます。 

    ２番目としては、澪筋の底部、生物が非常に少なくなっている深みのある部分です。 

    ３番目としては、猫実川河口の前面に広がっている泥干潟、これを一つのハビタットと

とらえております。 

    ４番目が、沖合いに広がる細砂域との中間のシルト域という部分を分類しております。 

    一番沖合いに広く広がっている部分は、底質が細砂からなる砂底域というものがござい

ます。 

    それから、カキ礁というのが特徴的な生物群ですので、これを一つのハビタットととら

えております。 

    こういった分類をして生物のほうを調査して、動物では 197 種、植物では 15 種。あと

市民調査の方と情報交換をして、私どもで確認できなかった種が、動物で 26 種の情報提

供をいただきまして、全体で 223 種という生物が確認されております。 

    昨年の護岸検討委員会の中で委員から出された意見ということで、５ページに主な意見

をまとめております。護岸直下のハビタットの復活の可能性、その評価を行うべきである。
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澪筋底部への評価を行うべきである。こういった意見に対して議論を重ねて、モニタリン

グ計画のほうを進めております。 

    予測評価ですが、６ページをご覧いただきますと、三つ分類がございます。まず、護岸

改修によるハビタットへの影響ということで、石積みの工事により直接影響を受ける部分、

それから間接的な影響を受ける部分、もう一つが重要種への影響という考え方で予測評価

を行っております。 

    ８ページに、緩傾斜護岸５割、３割、１割５分というようなモデルがございます。直立

の護岸に比べますと、緩傾斜護岸にした場合、このような形で傾斜に応じて空隙が多くな

って、潮間帯生物の生息空間も大きくなりますという図でございます。 

    ９ページが、予測評価をするに当たり近隣の類似例ということで、習志野の海岸で同様

の３割勾配、１トンの被覆石を使った護岸がございます。こちらのほうで生物の再定着状

況を調査しております。17 年 3 月に調査した時点で、護岸のほうが 15 年 9 月に完成して

いるので、完成から１年半が経過した時点での生物の再定着状況を調査して、これを参考

に塩浜での予測評価とさせていただいております。 

    10 ページをご覧いただきますと、先ほどの間接的な影響を考える上での波の検討でご

ざいます。直立護岸の場合、進入波と反射波があり、主に反射率が 0.7～1.0 で、重複波

が生じて海底の変動が出ます。これに対して緩傾斜の石積護岸をした場合は、空隙へ波が

吸い込まれるために反射率が非常に低くなる。0.3～0.6 程度になる。これを考えますと、

引き波による変化は小さいのではないかと予測されております。入射波の角度によって生

じる沿岸流についても、同様の理由で小さくなるだろうという予測で、間接的な影響につ

いては、護岸直下のハビタットあるいは隣り合うハビタットまでで止まるのではないか、

沖合いまでは影響はしないのではないかという予測をしております。 

    もう一つ、重要種に関する予測評価ですが、重要種に関しては、環境省のレッドデータ、

千葉県のレッドデータ、ＷＷＦサイエンスレポートの希少種から拾い出しております。全

部で確認された 223 種の中で重要種に該当するものが 15 種ございます。この 15 種の中で

護岸直下を主な生息域としているのがウネナシトマヤガイ。これ以外の種については広く

分布しておりますので、護岸への依存度は低いのではないかと考えております。 

    12 ページに、重要種のウネナシトマヤガイの写真がございます。マガキに定着してい

る状況が確認されます。 

    14 ページは、そのマガキあるいはウネナシトマヤガイの生息分布状況です。赤く示し

たところが生息の分布状況になりまして、１丁目から３丁目までの護岸の直下、あるいは

猫実の河口部、浦安の入船護岸、そしてその前面のカキ礁と、こうした広範囲にマガキが

点在しておりますので、これに依存しているウネナシトマヤガイについても広範囲に生存

している。先ほど申しましたように、工事のほうが段階的に進められるという状況がござ

いますので、工事による影響は少ないのではないかという予測をしております。 

    このモニタリングに伴いまして検討していくべき事項、まぁ目的のようなものですが、

ハビタットの代償となる石積護岸にマガキを主体とするハビタットが復元されるかどうか、

隣り合うハビタットへの物理的な影響があるかどうか、重要種ウネナシトマヤガイの再定

着が確認できるかどうか、こうしたところを目的としてモニタリングを進めております。 

    16 ページ以降の資料ですが、これはモニタリング計画に沿いまして、今年の工事の着
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手前、事前の調査ということで、３月から４月にかけて実施したモニタリングの状況を示

しております。内容は先ほどのモニタリングの内容と重なるので省略しますが、これに続

きまして８月で工事が終わる予定になっておりますので、９月以降、事後調査ということ

でモニタリングを実施して、その後、レヴューという作業に入ってまいりたいと考えてお

ります。 

    以上でございます。 

細川座長  モニタリングの話を最後に丁寧にご説明いただきまして、ありがとうございます。 

    評価委員会のほうでは、これについて、特にモニタリングの仕方についての助言をしな

さいということでした。それで、今ご説明いただいたもので、ご質問なり、確かめるなり、

あるいはサジェスチョンも含めて、できるものについては今やってもいいと思うので、三

つぐらいのテーマで順番に行きたいと思います。 

    一つは、予測をしていますが、予測の考え方というのはこれでいいのだろうか。二つ目

は、管理の話ですが、管理の仕方としてこんなふうでいいのだろうか、あるいは何か気づ

いたところはないだろうか。３番目は、管理の考え方と直接関係しますが、モニタリング

の範囲とか時期とか項目といったところで何かお気づきの点はないだろうかということで、

時間も限られているので簡単に議論していきたいと思います。 

    まず、予測の考え方というところで、予測としては、返す波のことを考えて予測をなさ

って影響予測の範囲などを決めておりますが、この辺については再生会議にもご紹介した

ということですが、何かお気づきの点がありましたら。 

    横山さんが一番近いんですかね。 

横山委員  予測が正しいかどうかこの後わかると思うので、ここであまり言っても仕方ないの

かなと思いますけれども。物理的な力が弱まるので変化が少ないのでしょうという考え方

もあるとは思いますが、波が弱まればその分堆積が進行するということも考えられるのか

なと思いますので、その辺はモニタリングの中でしっかりと追っていったらいいと思いま

す。ここでこの予測が合っているとか間違っているとか議論してもあまり意味がないと思

いますので。 

細川座長  そのとおりで、議論を進める考え方として特に何か見落としがあったり誤りがあっ

たりということがなければあれですが。それと、概ねこのぐらいの範囲を注視しますとい

うことで 100ｍぐらい沖までと、そんなスケール感覚は常識はずれではないですかね。 

横山委員  幅と同じぐらい沖合いまでとっているので、これは先ほどの三番瀬全体の話にもな

りますが、三番瀬全体のほうには波浪のモニタリングがないので、むしろそういう全体で

の物理場の調査とこれとがかみ合うと非常にいいなと先ほど思っていましたね。生物のほ

うにばかりに特化していましたので。それはできるかどうかわかりませんが。むしろ三番

瀬全体のほうでそういった基礎的な調査もやっておけば、これとかみ合わせができるので

はないかという気はいたします。 

細川座長  ありがとうございました。 

    ほかに、予測について特にございますか。 

望月委員  「事前の調査、施工前に１回」というふうに書いてありますが、これは幾ら何でも

あんまりかなというのが１点。 

    それからついでに言いますと、施工後が１年分だけ書いてありますが、１年で終わりに
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していいのですかというのがありますね。もちろん毎年やれとは言いませんが、ある程度

長期的な変動も含めて見なければいけない。そういう意味の計画の見直しは必要なのでは

ないかと思います。 

細川座長  １年後というのは、多分、管理の話と結びついているのと思うのです。２番目の管

理の考え方、特にハビタットの管理をするのだという非常に新しい考え方を提示されてい

ますが、これに絡んで、管理のことも含めて……。 

    １年というのは、どこでの１年でしたか……。 

望月委員  資料４、５ページあたりを見ますと、事後の調査について１年分だけ書いてある。

それ以後どうするのかわかりませんが、やはりある程度将来まで含めて見るということは

一言どっかに入れておくべきだろうと思いますね。 

細川座長  これは、１年後でやめるという趣旨ではないですよね。 

河川環境課  今ここに入れている時期については、１年後までしか入れてないわけですが、こ

れは当然ハビタットの復活状況といったものを確認できるまでやる必要があると思います

ので、今ご指摘の点については今後の調査計画の中に盛り込みたいと思います。 

細川座長  ほかに管理についてのご質問、お気づきの点がありましたら。 

    では、３番目のモニタリングの範囲とか時期とか項目とか表になっているような部分で

はどうですか。潮間帯と底生生物といったところを狙っているようなことですけれども。 

横山委員  将来的には護岸をどんどん延長していくということをもう一つ視野に入れていると

思いますが、周辺への影響が少ないだろうという予測もありますので、現在の鋼矢板護岸

の前面付近にもラインを１本設けておいたほうが……。今、新しくつくるところの前面だ

けがモニタリング範囲になっていますが、横方向も見ておいて、そこの変化がないとか、

もっとよくなったとか、そういった部分も見ておく。あるいは、計画されている全体の中

で中心となるような場所で、物理的なもの、地形的なもの、生物まで見るとちょっとお金

の部分がかかるかもしれませんが、そういった全体の中でどうやって見るかという視点も

少しあったほうがいいのかなと思います。 

細川座長  三つの項目についてパッと聞いて気づいた点を言っていただきましたが、今の横山

さんのお話だと、当面、100ｍ護岸に対してはこれでいいかもしれないけれども、５ヵ年

で 900ｍをやろうと思っているときにこれでいいかどうかというところは、もうちょっと

考えておく余地がいろいろ出てきそうだねというご指摘のようですが。 

横山委員  先ほどの望月先生のご指摘にも被りますけれども、例えば同じようにして横もやっ

ておけば何年か前からずっと追っていけるわけですし、あと周辺環境への影響は少ないと

いうふうに予測されているのですが、周辺環境に関するモニタリングは、これは入ってい

ないということになりますよね。 

細川座長  横幅が増えるに従って目配りする範囲は少し変えていく必要があるということも含

めての話で、県の先ほどの説明だと、「横幅が増えていったときにどうなるかは、この

100ｍの様子を見ながら戦略を考えます」というようなご説明なので、そういう意識はあ

りそうですが、特に記述としては整理されてなかったというご指摘だと思います。 

    バーッと見せていただいて、特に三番瀬再生会議では事業計画の中に順応的管理という

ことをうたっているという意味で、きょうご説明いただいたものが順応的管理という目で

見て十分なのかどうかという議論が別途ありそうな気がしますが、そこら辺について、
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「そもそも順応的管理って何？」とか「順応的管理って、別々の意味を与えたり、別々の

内容を与えたりして、勝手に使っているんじゃないの？」というところがあったので、資

料５に、順応的管理ってこんなものだよねというメモを私がつくってみました。「議事次

第」が書いてある冊子の 26 ページです。 

    いろいろ書いてありますが、要するに、フィードバックがあるということと、フィード

バックがあって調べてみて思っていたことと違うかどうかというチェックポイントがあっ

て、思っていたことと違ったときにはフィードバックがかかっているという仕組みが基本

的に必要ですね、それは事業者だけがクローズして考えるのではなくて、みんなで考える

ような仕組みになっていることが順応的管理と言ったときには必要ではないのかな、とい

うまとめをしたところですが。きょう説明があったところで言うと、フロー図にはなって

いるのだけど、どこでチェックポイントがあってどういうふうにフィードバックがかかる

かというところまでは書いてない。ただ、「公開」とか、「みんなで議論します」とか、あ

るいは「市民の方も一緒に調査します」という記述が書かれているのと、ちょっとやった

ところ、100ｍ区間でやってみてどんなことが起こるかを踏まえて次のことを考えますと

いう、言葉ではフィードバックがかかるというような説明があったところのような気がし

ます。 

    私の個人的な意見では、チェックポイントとフィードバックというのをもう少し書き込

んで、誰が判断してどんなふうに手直しをするのかというのをもうちょっと書けたらいい

と思うのですが。それも含めて今年度いろいろ検討なさるという先ほどのご説明だったわ

けです。 

    私の意見はそういうところですが。 

    ほかに、この説明が順応的管理という目で見て抜けがあるとか、もうちょっとこうした

らいいと気づいた点、今お気づきの点があったらご指摘いただきたいと思います。 

清野委員  護岸の場合は、管理というよりも建設というか、それに関わる意思決定という意味

での順応的な部分を検討しているというレベルだと思います。管理というと、既にあるも

のを管理するというように思われている部分もありますし、多分、日本の公共事業の中で

順応的管理というものが、実際「管理って何のこと」という話がそもそも十分議論されて

いないので、事業者としては試行錯誤なんだと思います。 

    県のほうへの提案としては、順応的な意思決定はしてきたのだと思います。例えば護岸

の模型を木でつくって現場に置いてみたときに、これはやっぱり大きいのではないかとか、

実際に今回 20ｍつくってみたときに、現場にできたときに印象が違うとか、いろいろな

意味での従来の護岸の検討と違うような考え方もあったと思います。それから、実際に調

査をしてみたとき、できるだけ海岸の直近を測るということで測量はしてみたものの、現

場に行ってみたら、大潮のときに見たら、もっと細かいレベルで砂のたまり方を見たほう

がよかったのかなとか。それはアドバイスをしていた私も含めて、もうちょっと、何をや

るときにどういうふうに個々の調査の精度を上げていくかとか、あるいは、護岸の断面を

意思決定しながら次々事業申請していくということが本当に日本の公共事業の中で可能な

のか。私は、それ自体が日本で言うアダプティオマネジメントだと思うのです。そういう

意味の、当事者も当たり前になっちゃっているのですが、個々の護岸の断面を毎年検討し

直していくということは、かなり踏み込んだことを始めていると思うので、そこはそうい
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ったフロー図も出していったほうがいいと思います。 

    もう一つ重要なのは、先ほど測線もどんどん増やしたほうがいいということで、理想的

にはそうだと思うのですが、その際に、多分、たくさんやっているうちに、どこがポイン

トになりそうかという選択のプロセスも入ってくると思うのですね。これは三番瀬全体の

調査にも言えることですが、やってみた調査をかなり集中的に検討して、絞るとしたらど

れが優先順位になっていくというような、そういう早い調査のフィードバックも。今まで

みたいにデータを取った後に後から考えるというのではなくて、戦略的なという意味で、

そのうち絞るつもりでどういうふうに測線を選んでいくかという常に緊張した調査のあり

方も、今やれる順応的管理のプロセスなのかなと思います。 

細川座長  今までの議論を整理すれば、評価委員会から再生会議への宿題の回答のかなりの部

分になりそうな気がしますが、この護岸でこういう取り組みが非常に革新的というか、新

しいことをやろうとなさっていて、その新しい試みで、あまり言うと怒られるけど、中に

は失敗したりすることもきっとあると思いますが、それを評価委員会の立場として揚げ足

を取るようなことをするよりは、一緒に悩むというほうがきっと生産的なような気もする

ところであります。だから、新しい試みに意欲的に取り組もうとしているところの気持ち

は、それはいい姿勢だなというところはあるのですが、評価委員会の立場としては、順応

的な管理の仕方の整理も含めて事業委員会のほうで議論が途中と承ったので、これから少

し注目して、もし評価委員会のほうが応援できることがあったら少し応援するようなこと

で、いいモニタリングの仕組みをつくってもらう方向になってもらったらいいなと思って

います。 

    ただ、それじゃ、答案を書く前に合格点をあげるような話であまりよくないので、それ

なりに気づいた点とか注文とか提言とか助言をまとめる作業をしていかないといけないと

私は思っています。 

    きょう教えていただいたところでは、走りながら考えるというところで、評価委員会と

してもそれを横目で見ながら応援するという状況だなというところがわかって、その上で

助言をどう考えていくかということを改めて考えなければいけないなと思った次第です。 

    ということで、評価委員会としての事業におけるモニタリングの評価の仕方、議論の仕

方としては、新しい試みなので一緒に考えていくようなスタンスで、しかしご意見申し上

げるところはご意見なりご指摘なりしていくということ。それから、事業に基づいて事業

の計画を考える事業者でないと考えられないところが多いので、事業委員会の議論は引き

続き教えていただくということで、その経緯を注目しながらも気づいたところをまとめる

ということ。あとは、事業委員会のほうが走りながら考えているというので、それ以上の

ことはなかなか評価委員会のほうからは言いにくいところですね。 

倉阪委員  きょうは景観関係の宮脇先生とか都市計画の村木先生はお休みですが、順応的管理

というときに、景観のようなある程度人が評価するようなものがどういうふうに組み込ま

れていくのかというのが、専門的な意見をお伺いしたかったところです。自然科学的なデ

ータに基づく順応的管理というものと、実際につくっていく途中で景観を見ながら、それ

を計画の策定の変更にフィードバックするという順応的管理というのはあるのだろうか、

あるいはそれは別の概念なのだろうか、そこは専門的に欠席の方からも意見をいただきた

いと思っております。 
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細川座長  こういう視点が抜けないようにというご指摘でした。 

    そうしますと、市川塩浜の護岸については概ねお聞きした範囲の中での議論をしたとこ

ろですが、これはこれであるグループをつくって注目しながらサジェスチョンできるとこ

ろはサジェスチョンしていくという体制を評価委員会の中でも取ったほうがいいかなとい

う気もします。 

吉田委員  倉阪さんからご指摘いただいていたときに、私もその辺のことをお話しようかなと

思っていて。２点あるのですが。 

    一つは、景観のことです。今考えられているモニタリング手法は、フォトモンタージュ

でどういう様子になるのかというのと、実際にできたものと人間の受けた感じの比較とい

う形が考えられているのかなという感じがします。このあたり、狭い範囲でやった場合と、

それがどんどん長くなっていった場合は、大分感じが違ってくると思うのですね。今私の

ほうもちょうど、つくばエクスプレス沿線、「流山おおたかの森」駅の周辺はどんどん変

わっていますので、学生たちが、ＳＤ法ということで、見た感覚がどういうふうに変わっ

ていくかを年々調査するのですが、その学生自体が毎年変わっていっているので、一つの

基準というのはなかなか難しいのですが、例えばここの場合だったら、前に一緒に見せて

いただいたのですが、習志野の護岸が同じぐらいの傾斜なら、それを一つの基準にして、

そこを見て、今度こっちの市川塩浜の護岸の場所を見て、同じような比較をいつも続ける

ということで、そういった景観に関する評価、モニタリングもやり方によっては可能では

ないかと思いますが、そういう工夫もしてみたらいかがでしょうかという提案が一つです。 

    もう一つは、全然出てない視点ですが、海側のものについては、個々の生物というより

は、ハビタットへの影響を重点としていらっしゃるということで、これは私はいいと思い

ますが、この円卓会議の議論の中で護岸についての注文で、人と海とのつながりというだ

けではなくて、つながりの中では地下水なども含めた陸と海とのつながりを回復してほし

いという要望があったと思います。今の形は、護岸と現在の直立護岸のある前面に石を積

んでいっている形だと思うのですが、そこにどういう形で水の流れとか再生が可能なのか

というあたりも考えに入れたほうがいいんじゃないか。そうすると、９ページの中で「石

積の間隙は、イソギンチャクや貝類をはじめ多くの生物の生息空間として利用されてい

る」と書いてあります。これは実際よりもものすごく急傾斜に書いてありますが、写真で

見るような形で私も見たところ、この石積みの石の間を潮が自由に行き来しているわけで

すが、実際上、その穴の中はどうなっているのか調べるのはすごい大変だと思いますが、

もしできたら、そういうところに調査用のトンネルみたいな形で一つ残しておいて、それ

が強度にどういう影響を与えるのか私はよく知りませんが、そういう中で生物とか淡水が

果たしてつながるような形になるのかどうかわかりませんが、そういうことが調べられる

ような観測用の穴みたいなのがつくれないのかなと、現実的かどうかわかりませんが、そ

んなことをちょっと思いました。 

細川座長  なかなかおもしろいモニタリング提案のような気がします。 

    もうそろそろ時間が来てしまうのですが、会場の方の意見をぜひ聞きたいと思います。

この護岸の取り組みに関しての部分で意見がございましたら。 

発言者Ａ  今年度の計画、100ｍ、20ｍについてはそうなんですが、護岸検討委員会で悩んで

いるのは、それ以降それを続けていくのか、もうちょっといいものに変えていける可能性
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があるのか。随分ぎりぎりのところで努力していただいたと思います。それから、胸壁を

後ろに下げるという努力もしていただきました。 

    これから、ぜひ評価委員会の皆さんには、景観とかまちづくりとか海岸工法の方たちが

いましたので、私のほうでは砂とかほかの護岸の事例とか面的防御等に関する勉強会を今

度８月２日にやりますので、そういうのを含めて次年度に対してどういうアドバイスがで

きるのか、専門家の立場から、モニタリングのほかに今後お願いできればと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

細川座長  いろいろ宿題でやらなければいけないことがいっぱいあるのだよというご指摘、あ

りがとうございます。 

発言者Ｂ  先ほど、緩傾斜にすると停滞が強くなる、洗掘がその部分だけ減ってという話があ

りましたので、確認ですが、先ほどの県の説明で、前の洗掘部分といいますか澪筋で水深

３ｍという話がありましたが、今までの測線の説明では３ｍの水深という図解はなかった

ように思います。その点は後からでも結構ですが、今のモニタリングの場合は、緩傾斜と

いうことで 23ｍ海側に出るということが前提ですが、前の護岸検討委員会等では、さら

にその前に砂をつけていく、澪筋についてこれを埋めていくという話も出ていたように思

います。そういった問題についての対応というのでしょうか、これはすぐ出てきていない

問題ですが、それが一つの疑問として残る。 

    もう一つは、定期的な調査の問題としてイベントが起きる。今後、台風のシーズンない

しは江戸川の放水ということが起きてくる。三番瀬全体の塩分濃度が低いということも漁

師から言われているのですが、いずれにしてもそういったイベントに対するフォローもぜ

ひとも組んでいただきたいと思います。 

細川座長  護岸の断面そのものはこの評価委員会の議論テーマではないですが、モニタリング

というようなところで気にしておいてくださいというご意見でした。 

    ありがとうございます。 

 

       （４）今後の進め方について 

 

細川座長  自然環境調査と市川護岸と両方お聞きしたときに予告しましたように、作業グルー

プでもつくってそれぞれ検討したほうがよさそうだなと思っているところですが、どうで

しようか。そのほうがいいと思いますが。 

    では、つくりましよう。 

    二つつくりましょう。自然環境調査のグループと、塩浜護岸のグループと、二つにした

いと思います。どっちに入りたいとか、私は両方に入りたいとか、ご希望があったらと思

います。 

    自然環境調査のほうは、今までの経緯もあって、望月さんにはぜひ入っていただきたい

と思っていますが、よろしいですか。 

望月委員  はい。 

細川座長  自然環境調査のほうに私は参加しますという方は、ほかにおられますか。 

          （蓮尾副座長 挙手） 

細川座長  蓮尾さんだけですか。 
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蓮尾副座長  それは後でやりましょう。 

細川座長  そうしましょう。後でやりましょう。望月さんは必ずということ。 

    市川塩浜護岸のほうの取りまとめですが、私はこっちに入ったほうがいいかなと思って

いますので、私はこっちに入ります。 

    ほかにご希望があればということです。特に、きょうは出席されていませんが、岡安先

生あたりは順応的管理というところについてかなり厳しい意見を持っているので、ぜひ入

っていただきたいと思っているところです。 

    では、グループに分けましょう。自然環境のほうには望月さんが必ず入ります。順応的

管理のほうは細川が入ります。もし小委員会でやるということであれば、議論するときは

公開で小委員会をやりましょう。そういうことでよろしいですかね。 

    11 月までにまとめろという最初のお話だったので、この検討をして、次に９月ごろに

それのたたき台を持ち寄って、こんな提案を再生会議のほうにしたらいいでしょうという

議論をして、第３回の評価委員会になると思いますが、そんな感じでいま考えていますが、

そんなことでよろしいですか。日程の調整については、また事務局のほうでお願いいたし

ます。 

    ということで大体準備していた議事が終わって、「その他」ですが、特に事務局のほう

では何かお考えですか。 

総合企画部参事  特にありません。 

細川座長  それでは、きょうの予定された議事は以上です。 

    段取りがまたまた悪くて 30 分ほど延びてしまって、すいませんでした。 

    長時間にわたってご議論ありがとうございました。 

 
     ４．閉  会 
 
三番瀬再生推進室長  長時間にわたってありがとうございました。以上で第２回「三番瀬評価

委員会」を閉会いたします。 
―― 以上 ―― 




